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証券コード　4375
2023年３月８日

株　主　各　位
東京都品川区西五反田一丁目５番１号
Ａ － Ｐ Ｌ Ａ Ｃ Ｅ 五 反 田 駅 前
セ ー フ ィ ー 株 式 会 社
代表取締役社長 佐 渡 島 隆 平

第９回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第９回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し
あげます。
　本定時株主総会の株主総会参考書類等（議決権行使書用紙を除く）の内容である情報（電子提供措
置事項）は、電子提供措置をとっておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確
認くださいますようお願い申しあげます。
　当社ウェブサイト　https://safie.co.jp/ir/
　電子提供措置事項は、東京証券取引所（東証）のウェブサイトでも電子提供措置をとっておりま
す。以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスのうえ、「銘柄名（会社
名）」に「セーフィー」または証券「コード」に「4375」（半角）を入力・検索し、「基本情
報」、「縦覧書類/PR情報」の順に選択して、確認いただけます。
　東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主の皆さまにおかれましては、極力、書面又はインタ
ーネットにより事前の議決権行使をいただき、株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申
しあげます。
　事前の議決権行使については、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、本招集ご通
知とあわせてお送りするの議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2023年３月29
日（水曜日）午後５時までに到着するようご送付いただくか、議決権行使サイトより議決権を行使く
ださいますようお願い申しあげます。

敬　具
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１．日 時 2023年３月30日（木曜日）午前10時
２．場 所 東京都港区芝浦三丁目１番21号

ｍｓｂ　Ｔａｍａｃｈｉ　田町ステーションタワーＳ　４階
TKPガーデンシティPREMIUM田町
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第９期（2022年１月１日から2022年12月31日まで）事業報告及び連結計

算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第９期（2022年１月１日から2022年12月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役５名選任の件
第２号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

記

４．招集にあたっての決定事項
　　下記【議決権の行使等についてのご案内】をご参照ください。

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださ
いますようお願い申しあげます。
　当社株主総会における新型コロナウイルス感染拡大防止への対応については、次頁をご参照ください。
　電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトに掲載
させていただきます。

【議決権の行使等についてのご案内】
（１）議決権行使書に賛否の意思表示がない場合の取扱い
　　　各議案につき賛否の表示のない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取扱いいたします。
（２）書面並びにインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取扱い
　　　書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を

有効としてお取扱いいたします。
（３）インターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取扱い
　　　インターネットにより複数回数にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効としてお取

扱いいたします。
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新型コロナウイルス感染拡大防止への対応について
　当社の定時株主総会における新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた対応について、以下のと
おりご案内いたしますので、株主の皆さまのご理解並びにご協力をお願い申しあげます。

―株主の皆さまへのお願い―
　感染拡大防止の観点から、株主総会へのご来場は極力お控えいただき、書面又はインターネットに
より事前の議決権行使のご利用をお願いいたします。
　行使期限：2023年３月29日（水曜日）午後５時まで

―ご来場される場合のお願い―
　ご来場の場合は、以下の点をあらかじめご了承いただきますようお願い申しあげます。

・会場は、感染拡大防止のため、座席の間隔を拡げることから、ご用意できる席数に限りがございま
す。そのため、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございます。

・体調不良と見受けられる株主様には、運営スタッフがお声掛けのうえ、ご入場をお控えいただく、
もしくはご退出をお願いする場合がございます。

・ご来場の場合は、マスクを着用される等、ご自身及び周囲の方への感染予防にご配慮をお願いいた
します。

・株主総会の議事は、開催時間を短縮する観点から、議場における報告事項（監査報告を含みます）
及び議案の詳細な説明は省略させていただく予定です。

・運営スタッフは、体調を十分確認のうえ、マスク着用で応対をさせていただきます。
・当社役員は、感染拡大リスクの低減及び会社の事業継続の観点から、株主総会当日の健康状態にか

かわらず、一部の役員のみの出席とさせていただく場合がございます。
・今後の流行状況や政府等の要請等により、上記の内容を変更する場合がございます。 株主総会の

運営に重要な変更（開催日時や開催場所の変更等）が生じる場合は、以下の当社IRサイトにてお知
らせいたします。必ずご来場の前に当社ウェブサイトをご確認ください。

セーフィー株式会社ウェブサイト　 https://safie.co.jp/ir/
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげ
ます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、切手を貼
らずにご投函ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2023年３月30日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前９時30分）

2023年３月29日（水曜日）
午後５時到着分まで

2023年３月29日（水曜日）
午後５時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

⃝ 一部の候補者に
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

第２号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

書面およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたし
ます。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたしま
す。
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

QRコードを用いたログインは１回に限り可能
です。
再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を
行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力
する方法」をご確認ください。

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

※操作画面はイメージです。

新しいパスワードを登録する。3

「新しいパスワード」
を入力

「送信」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 9:00～21:00）
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( 2022年 1 月 1 日から
2022年12月31日まで )

（提供書面）

事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
当社グループは「映像から未来をつくる」をビジョンに掲げ、家から街まであらゆるビジネ

スシーンの映像をデータ化することで、人々の意思決定を支援するクラウド録画型映像プラッ
トフォーム「Safie」を開発・運営しております。「Safie」は高画質・安価・安全で、誰でも
簡単にスマートフォンやパソコンで使える監視カメラサービスとして、飲食・サービス・小
売・建設・製造・インフラ・公共・金融・物流などの幅広い業界で活用いただいております。
監視カメラや防犯という用途にとどまらず、人手不足でチェックできなかった作業工程や遠隔
地の現場の見える化や、複数の現場や複数の店舗の一括管理など、生産性向上や業務改善のた
めの導入が広がっております。

当連結会計年度において、構造的課題である労働人口の減少に対する各企業の生産性向上へ
の取り組みの強化や、新型コロナウイルス感染症などを起因とした遠隔での業務推進需要の高
まりから、様々な産業の現場において当社グループが果たすべき役割はますます高まっている
ものと認識しております。

このような状況の下、主に建設業向けに提供している「Safie Pocket2」や「Safie GO」を
はじめとする屋外で 使用可能な商品・サービスが好調に推移しました。また、映像データを活
用し業務効率化や省人化などの課題解決に貢献するエッジAIカメラ「Safie One」を新製品と
してリリースしました。「Safie One」はエッジAI（注１）を利用した「AI-App」をインスト
ールしてご利用いただけるカメラで、お客様の現場の課題解決に貢献します。他にも顔認証入
退室サービス「Safie Entrance2」や屋外設置可能なLTE搭載クラウド録画型カメラ「Safie 
GO PTZ Plus」などもリリースしております。加えて、当連結会計年度より、セーフィー映像
プラットフォームの強化につながる提携候補先企業への出資を開始しております。

また、お客さまの要望がより多様化・深化している状況を踏まえて、企画開発及び営業人員
の増強を目的とした人材採用費や、マーケティング活動に伴う広告宣伝費への積極的な投資を
行いました。

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高9,252,550千円、営業損失1,283,749千円、経
常損失1,298,701千円となりました。また、2023年２月13日に公表している「特別損失の計
上に関するお知らせ」に記載のとおり、減損損失131,632千円を特別損失に計上した結果、親
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会社株主に帰属する当期純損失1,434,321千円となりました。また当社グループKPIである
ARRは2022年12月末時点で7,528百万円（2021年12月末比32.5％増、注２）、課金カメラ
台数は18.6万台（2021年12月末比32.8％増、注３）になりました。

なお、当社グループは、映像プラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメン
ト別の記載は省略しております。

（注１)推論・判断ができる人工知能（AI）を搭載したカメラ（エッジデバイス）のこと。
（注２)ARR：Annual Recurring Revenue。対象月の月末時点のMRR（Monthly Recurring 
Revenue）を12倍して算出。MRRは対象月末時点における継続課金となる契約に基づく当月
分の料金の合計額（販売代理店経由の売上を含む）。
（注３)課金カメラ台数は、各四半期に販売したカメラ台数ではなく、各四半期末時点で稼
働・課金しているカメラ台数。

② 設備投資の状況
　当連結会計年度の設備投資等の総額は15,316千円であり、主な内容は業務用PCの購入等で
あります。

③ 資金調達の状況
　該当なし。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当なし。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
　該当なし。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当なし。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　該当なし。
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区 分 第 ６ 期
(2019年12月期)

第 ７ 期
(2020年12月期)

第 ８ 期
(2021年12月期)

第 ９ 期
(当連結会計年度)
(2022年12月期)

売 上 高 (千円) － － － 9,252,550
経 常 損 失 （ △ ） (千円) － － － △ 1,298,701
親会社に帰属する
当期純損失（△） (千円) － － － △ 1,434,321
１ 株 当 た り
当 期 純 損 失 （ △ ） (円) － － － △ 27.05
総 資 産 (千円) － － － 12,725,542
純 資 産 (千円) － － － 11,241,467
１株当たり純資産 (円) － － － 208.56

区 分 第 ６ 期
(2019年12月期)

第 ７ 期
(2020年12月期)

第 ８ 期
(2021年12月期)

第 ９ 期
(当事業年度)

(2022年12月期)
売 上 高 (千円) 1,957,541 5,047,642 8,456,884 9,252,550
経 常 損 失 （ △ ） (千円) △ 495,219 △ 97,204 △ 153,815 △ 1,290,865
当期純損失（△） (千円) △ 495,587 △ 99,494 △ 173,981 △ 1,426,396
１ 株 当 た り
当 期 純 損 失 （ △ ） (円) △ 11.91 △ 2.17 △ 3.69 △ 26.90
総 資 産 (千円) 2,975,000 3,093,360 13,721,304 12,733,378
純 資 産 (千円) 2,195,123 2,095,628 12,531,283 11,249,393
１株当たり純資産 (円) 47.76 45.59 240.22 208.71

(2) 財産及び損益の状況
①　企業集団の財産及び損益の状況

（注）１．第９期（当連結会計年度）より連結計算書類を作成しておりますので、第８期以前の各数
値は記載しておりません。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当連結
会計年度の期首から適用しており、当連結会計年度に係る各数値については、当該会計基
準等を適用した後の数値となっております。

②　当社の財産及び損益の状況

（注）１．当社は、2021年６月４日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行ってお
ります。第６期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり当期純損失及び
１株当たり純資産を算出しております。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当事業
年度の期首から適用しており、当事業年度に係る各数値については、当該会計基準等を適
用した後の数値となっております。
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会社名 住所 資本金
（百万円）

主要な事業
の内容

議決権の所
有割合又は
被所有権割
合（％）

関係内容

セーフィーベンチャーズ
株式会社

東京都
品川区 50

スタートア
ップ企業を
中心に、広
く 先 進 的
IT・サービ
ス企業への
投資

100 役員の兼任あり
資金援助あり

MUSVI株式会社
東京都
品川区 200

実空間接続
プラットフ
ォームの開
発・企画・
運営・テレ
プレゼンス
システムの
販売・リー
ス及びコン
サルティン
グ

20
サービスの一部
を当社に提供
役員の兼任あり

(3) 重要な子会社及び関連会社の状況（2022年12月31日現在）
① 重要な子会社及び関連会社の状況

（注）2022年７月１日にセーフィーベンチャーズ株式会社を設立し、同社を連結子会社といたしま
した。
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(4) 対処すべき課題
　当社グループにおきましては、対処すべき主な課題は以下のとおりとなります。
① 優秀な人材の採用と育成
当社グループの持続的な成長のためには、多岐にわたる経歴を持つ優秀な人材を多数採用し、営
業体制や企画開発体制、管理体制等を整備していくことが重要であると捉えております。特に経
営戦略の実現の中で、業界毎の顧客ニーズを正確に把握し、業界別のソリューションを開発して
いくことが重要と考えており、顧客ニーズを適切に把握できる営業や企画開発の人員を強化して
いくことが必要であります。当社グループのミッションや事業内容に共感し、高い意欲を持った
優秀な人材を採用していくために、積極的な採用活動を進めるとともに、高い意欲を持って働け
る環境や仕組みの構築に取り組んでまいります。

② 情報管理体制の継続的な強化
当社グループは多くの個人情報を扱っており、情報管理体制を継続的に強化していくことが重要
であると考えております。当社グループの経営方針に従って、映像から未来をつくるために、当
社グループは膨大な顧客の映像データを管理することになり、プラットフォーマーとしての健全
性を強く求められると認識しております。当社グループで取り扱う映像データは個人が特定でき
る鮮明な画像であることが多く、原則として個人情報に該当するため、現在も個人情報保護に係
る施策には万全の注意を払っておりますが、今後も社外有識者との会議を含め、社内体制や管理
方法の強化・整備を行ってまいります。

③ 技術力の強化と追加サービスの展開
大量の映像データの処理及び解析に係る技術力は当社グループの競争力の源泉であり、事業の成
長を支える基盤でもあることから、継続的な改善、強化が重要であると考えております。優秀な
技術者の採用や先端技術への投資・モニタリング等を通じて、技術力の向上に取り組んでまいり
ます。また映像プラットフォームとしての価値向上のために、自社サービスの追加開発や、他社
のソリューションが提供しやすい仕組みを継続的に開発し続けてまいります。
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④ 利益及びキャッシュ・フローの創出（収益化）
当社グループは、事業拡大を目指し、開発投資や広告宣伝活動等に積極的に投資を進めており、
2022年12月期は営業損失を計上しております。当社グループの収益の中心は、サブスクリプシ
ョン方式でお客さまに提供しており、継続して利用されることで収益が積みあがるストック型の
収益モデルになります。一方で開発費用やユーザーの獲得費用が先行して計上される特徴があ
り、中長期的なキャッシュ・フロー、利益の最大化のために短期的には赤字が先行することが一
般的です。当社グループでは事業の拡大に伴い、ストック収益が順調に積みあがることで、先行
投資として計上される開発費用やユーザーの獲得費用が売上高に占める割合は低下し、将来的に
は持続的にキャッシュ・フロー、利益を創出できる体質に改善すると見込んでおります。

事 業 区 分 事 業 内 容
映像プラットフォーム事業 クラウド録画型映像プラットフォーム「Safie」の開発・運営および関連サー

ビスの提供

(5) 主要な事業内容（2022年12月31日現在）

本 社 東京都品川区

(6) 主要な営業所及び工場（2022年12月31日現在）

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

337 （12）名 －

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

337 （12）名 81名増 （6名増） 34.8歳 1.79年

(7) 使用人の状況（2022年12月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

（注）１．使用人数は就業人員（当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社
グループへの出向者を含む。）であり、臨時雇用者（パートタイマー）は年間の平均人員を（　）内
に外数で記載しております。

２．当連結会計年度より企業集団の使用人の状況を記載しているため、前連結会計年度との比較は行って
おりません。

② 当社の使用人の状況

（注）使用人数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時
雇用者（パートタイマー）は年間の平均人員を（　）内に外数で記載しております。
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借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 105百万円

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 20百万円

(8) 主要な借入先の状況（2022年12月31日現在）

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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(1) 発行可能株式総数 180,000,000株
(2) 発行済株式の総数 53,876,476株
(3) 株主数 7,947名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

佐 渡 島 隆 平 13,395千株 24.86％

下 崎 守 朗 5,979 11.10
ソニーネットワークコミュニケーションズ
株 式 会 社 4,640 8.61

森 本 数 馬 4,125 7.66

オ リ ッ ク ス 株 式 会 社 2,600 4.83

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 2,600 4.83

関 西 電 力 株 式 会 社 1,920 3.56
３１ＶＥＮＴＵＲＥＳ‐グローバル・ブレイ
ン ‐ グ ロ ー ス Ⅰ 合 同 会 社 1,737 3.23

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,341 2.49
ＭＳＩＰ　ＣＬＩＥＮＴ　ＳＥＣＵＲＩＴＩ
ＥＳ（常任代理人　モルガン・スタンレーＭ
Ｕ Ｆ Ｇ 証 券 株 式 会 社 ） 1,167 2.17

２. 株式の状況（2022年12月31日現在）

(4) 大株主

（注）持株比率は発行済株式の総数より自己株式数（1,544株）を控除して計算しております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
　当社は、取締役（社外取締役を除く。）４名に対して譲渡制限付株式の付与のため、2022年
４月14日付で普通株式6,620株を交付いたしました。

(6) その他株式に関する重要な事項
　発行済株式の総数
　１．ストックオプションの行使により、発行済株式の総数は1,714,000株増加しております。
　２．譲渡制限付株式の発行により、発行済株式の総数は19,476株増加しております。
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第 5 回 新 株 予 約 権 第 9 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2018年6月21日 2019年10月4日

新 株 予 約 権 の 数 100個　 666個　
新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式(注)１ 100,000株
（新株予約権１個につき 1,000株）　

普通株式(注)１ 666,000株
（新株予約権１個につき 1,000株）　

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払い込みは
要しない 新株予約権１個当たり8,000円

新株予約権の行使に際して
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり 125,000円
（１株当たり 125円）　

新株予約権１個当たり 400,000円
（１株当たり 400円）　

権 利 行 使 期 間 2020年6月22日から
2028年6月21日まで

2019年10月31日から
2029年10月30日まで

行 使 の 条 件 （注）２ （注）3

役 員 の
保有状況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 100個
目的となる株式数 100,000株
保有者数 1名　

新株予約権の数 666個
目的となる株式数 666,000株
保有者数 4名　

社 外 取 締 役
新株予約権の数 -個
目的となる株式数 -株
保有者数 -名　

新株予約権の数 -個
目的となる株式数 -株
保有者数 -名　

監 査 役
新株予約権の数 -個
目的となる株式数 -株
保有者数 -名　

新株予約権の数 -個
目的となる株式数 -株
保有者数 -名　

３. 新株予約権等の状況
当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の

状況
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第 1 2 回 新 株 予 約 権 第 1 3 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2020年8月19日 2021年6月14日

新 株 予 約 権 の 数 40個　 5,500個　
新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式(注)１ 40,000株
（新株予約権１個につき 1,000株）　

普通株式(注)１ 550,000株
（新株予約権１個につき 100株）　

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払い込みは
要しない

新株予約権と引換えに払い込みは
要しない

新株予約権の行使に際して
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり 410,000円
（１株当たり 410円）　

新株予約権１個当たり 243,000円
（１株当たり 2,430円）　

権 利 行 使 期 間 2022年8月20日から
2030年8月19日まで

2023年6月15日から
2031年6月14日まで

行 使 の 条 件 （注）２ （注）２

役 員 の
保有状況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 20個
目的となる株式数 20,000株
保有者数 1名　

新株予約権の数 5,300個
目的となる株式数 530,000株
保有者数 4名　

社 外 取 締 役
新株予約権の数 20個
目的となる株式数 20,000株
保有者数 1名　

新株予約権の数 -個
目的となる株式数 -株
保有者数 -名　

監 査 役
新株予約権の数 -個
目的となる株式数 -株
保有者数 -名　

新株予約権の数 200個
目的となる株式数 20,000株
保有者数 3名　

（注） １.2021年6月14日付株式分割（１株につき1,000株の割合）による分割後の株式数に換算して記載して
おります。

２.① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者（以下「権
利者」という。）について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」各号
に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認め
られないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約
権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

③ 当社又は子会社の使用人である権利者については、アルバイト（一週間の所定労働時間が同一の事
務所に雇用される通常の使用人の一週間の所定労働時間に比し短い使用人を意味する。）である期
間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合は
この限りではない。
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④ 本新株予約権の行使は１新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一
部の行使は認められないものとする。

３.① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について「会社が新株予約権
を取得することができる事由及び取得の条件」各号に定める取得事由が発生していないことを条件
とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使はみとめられないものとする。但し、当社が特に行使
を認めた場合はこの限りでない。

② 権利者は、本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべて
の本新株予約権を行使することができない。

（a）行使価格を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行又は処分が行われた場合（振込金額が
会社法第199条第３項・同第200条第２項に定める「特に有利な金額である場合」を除
く。）。

（b）本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されて
いない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき（但し、資
本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引
が行われた場合を除く。）。

（c）本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された
場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格
となったとき。

③ 当社又は子会社の使用人である権利者については、アルバイト（一週間の所定労働時間が同一の事
務所に雇用される通常の使用人の一週間の所定労働時間に比し短い使用人を意味する。）である期
間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合は
この限りではない。

④ 本新株予約権の行使は１新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一
部の行使は認められないものとする。

－ 16 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 佐 渡 島 隆 平 CEO

取 締 役 下 崎 守 朗 新規ビジネス開発担当

取 締 役 森 本 数 馬 CTO

取 締 役 古 田 哲 晴 経営管理本部長兼ＣＦＯ

取 締 役 岩 田 彰 一 郎

株式会社フォース・マーケティングアンドマネージメ
ント　代表取締役社長
エステー株式会社　社外取締役
Arithmer株式会社　社外取締役
株式会社Hacobu　社外取締役

常 勤 監 査 役 中 島 早 香 レンティオ株式会社　社外監査役

監 査 役 工 藤 克 己 株式会社AIR-U　社外監査役

監 査 役 岡 田 淳 森・濱田松本法律事務所　パートナー
ワンダープラネット株式会社　社外監査役

４. 会社役員の状況
(1) 取締役及び監査役の状況（2022年12月31日現在）

（注）１．取締役岩田彰一郎氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役中島早香氏、監査役工藤克己氏及び監査役岡田淳氏は、社外監査役であります。
３．常勤監査役中島早香氏は、監査法人での会計監査経験があり、公認会計士として財務及び会計に関す

る相当程度の知見を有しております。また常勤での監査等委員としての経験を有しており、その知識
経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。

４．監査役工藤克己氏は、事業会社の取締役等を長年務めたことから、経営に関する豊富な経験と知見を
有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。

５．監査役岡田淳氏は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する
高い見識等を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。

６．社外取締役及び社外監査役が役員等を兼務する他の法人等と当社の間に重要な取引その他の特別の関
係はありません。

７．当社は、社外取締役岩田彰一郎氏並びに社外監査役中島早香氏及び社外監査役工藤克己氏の３氏を東
京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条
第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限
度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
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(3) 補償契約の内容の概要等
　該当事項はありません。

(4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締
結しております。
①　被保険者の範囲
　当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員
②　保険契約の内容の概要
　被保険者が①の会社の役員等としての職務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して
損害賠償請求等がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償するも
のです。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った被保険者自身の損害等は
補償対象外とすること、また一定額に至らない損害については填補の対象としないことによ
り、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。保険料は全額
当社が負担します。

(5) 取締役及び監査役の報酬等
①　役員報酬等の内容の決定に関する方針等
　当社は、2022年３月１日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかか
る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容に
ついて報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決
定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、報酬諮問委員会か
らの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断してお
ります。
　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
１．基本方針
１）報酬の体系
当社の取締役（社外取締役を含む。以下同様。）の報酬は、金銭による基本報酬及び非
金銭報酬である譲渡制限付株式報酬により構成する。なお、各業務執行取締役につい
て、今後業績連動報酬が、各業務執行取締役の継続的かつ中長期的な業績向上への意欲
を高め、企業価値の継続的な向上を図るインセンティブとして機能すると判断した場合
には、さらにこれを組み合わせた報酬体系とする。

－ 18 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

２）報酬の水準
当社の業務執行取締役の報酬水準は、当社の中長期的な成長を担う人材を確保、維持で
きる水準を目標とする。また、当社の社外取締役の報酬水準は、当社の業務の適正を確
保するため、財務、会計、法務等、専門的知見を有し、株主の目線に立った、適切な意
見を経営に反映させることができる人材及び当社の中長期的な成長戦略の実現に必要な
専門的知見を有し、当社の中長期的な成長を担うことができる人材を確保、維持できる
水準を目標とする。

２．金銭による固定報酬である基本報酬の算定方法及び付与の時期又は条件の決定に関する方
針
当社の個人別の取締役の金銭による基本報酬は、当社と同程度の事業規模や関連する業
種・業態に属する国内外の企業との比較及び当社の業績並びに財務状況を考慮しつつ、
個々の職責及び業績貢献に基づき、総合的に勘案して決定し、毎月定額を支給する。

３．非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬の内容及び額若しくは数並びに算定方法の決定に関
する方針
当社の取締役に対して、中長期的な業績向上に向けたインセンティブを適切に付与するこ
とを目的として、毎年一定の時期に（主に定時株主総会後に速やかに）、株主総会におい
て金銭による基本報酬と別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内にて、譲渡制限付株式報酬
を支給する。譲渡制限付株式報酬の支給額については、基本報酬と比較して過大にならな
い範囲で、個別の取締役の職責、業績等を総合的に考慮して決定する。

４．金銭による固定報酬である基本報酬の額及び非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬の額の
取締役の個人別の報酬額に対する割合の決定に関する方針
当社の各業務執行取締役の報酬の種類ごとの割合は、当社と同程度の事業規模や関連する
業種・業態に属する国内外の企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえた構成とし、当
社の企業価値の継続的な向上への適切なインセンティブとして機能するよう設計する。

５．取締役の個人別の報酬額についての決定に関する事項
当社の個人別の取締役の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内に
おいて本決定方針に従い業績の状況、経営環境等を勘案し、独立社外取締役、代表取締
役、社外有識者の3名からなる報酬諮問委員会で検討し作成した報酬案について、取締役
会において妥当性について審議した上で決定する。
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区 分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役
（うち社外取締役）

69,206
（5,400）

60,209
（5,400）

－
（－）

8,996
（－）

5
（1）

監査役
（うち社外監査役）

15,630
（15,630）

15,630
（15,630） － － 3

（3）

合計
（うち社外役員）

84,836
（21,030）

75,839
（21,030）

－
（－）

8,996
（－）

8
（4）

②　当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１．取締役の金銭報酬の額は、2021年３月31日開催の第７回定時株主総会において年額300百万円以内
と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は５名（うち、社外取締役は１名）で
す。また、2022年３月30日開催の第８回定時株主総会において、当社の取締役に株主価値の最大化
を図るための中長期的なインセンティブを与え、株主の皆様との一層の価値共有を目的として、譲渡
制限付株式報酬制度を導入することを決議いただきました。当制度による報酬は、上記の取締役の報
酬限度額とは別枠として、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式に関する報
酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額50百万円以内としています。上記金額はその譲渡
制限付株式報酬を含んでおります。当該株主総会終結時点の取締役の員数は５名（うち、社外取締役
は１名）です。なお、2023年３月30日開催の第９回定時株主総会において、当社の社外取締役を含
めた取締役が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への
貢献意欲を従来以上に高めるため、上記の社外取締役を対象に含めない譲渡制限付株式に関する報酬
等の制度の内容を変更し、当社の社外取締役を含めた取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等
の制度を導入することを決議する予定です。当制度による報酬は、上記の報酬限度額とは別枠とし
て、当社の取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年
額50百万円以内（うち社外取締役10百万円以内）とします。

２．監査役の金銭報酬の額は、2021年３月31日開催の第７回定時株主総会において年額30百万円以内
と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は３名です。

3．非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、当事業年度における交付状況は「2.（5）当事業年度中に
職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況」に記載しております。

③　社外役員が親会社等又は親会社等の子会社等（当社を除く）から受けた役員報酬等の総額
　該当事項はありません。
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出 席 状 況 及 び 発 言 状 況 並 び に 社 外 取 締 役 に
期 待 さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

取締役 岩 田 彰 一 郎

当事業年度に開催された取締役会16回のうち全てに出席いたしまし
た。出席した取締役会において、会社経営者としての豊富な経験と幅広
い見識に基づき、経営全般の観点から適宜発言を行うなど、意思決定の
妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

監査役 中 島 早 香

当事業年度に開催された取締役会16回のうち全てに出席いたしまし
た。また、当事業年度において開催された監査役会14回のうち全てに
出席しました。出席した取締役会において、常勤監査役としてまた公認
会計士としての専門的見地から、主にガバナンス及び財務・会計等の観
点から適宜発言を行っております。

監査役 工 藤 克 己

当事業年度に開催された取締役会16回のうち全てに出席いたしまし
た。また、当事業年度において開催された監査役会14回のうち全てに
出席しました。出席した取締役会において、経営に関する豊富な経験と
知見に基づき適宜発言を行っております。

監査役 岡 田 淳

当事業年度に開催された取締役会16回のうち全てに出席いたしまし
た。また、当事業年度において開催された監査役会14回のうち全てに
出席しました。出席した取締役会において、弁護士として企業法務に精
通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等に基づ
き適宜発言を行っております。

(6) 社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・取締役岩田彰一郎氏は、株式会社フォース・マーケティングアンドマネージメントの代表取
締役社長、エステー株式会社、Arithmer株式会社及び株式会社Hacobuの社外取締役であり
ます。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
・監査役中島早香氏は、株式会社レンティオの社外監査役であります。当社と兼職先の間には
特別の関係はありません。
・監査役工藤克己氏は、株式会社AIR-Uの社外監査役であります。当社と兼職先との間には特
別の関係はありません。

・監査役岡田淳氏は、森・濱田松本法律事務所のパートナー及びワンダープラネット株式会社
の非常勤監査役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況
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報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 29,925千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 29,925千円

５. 会計監査人の状況
(1) 名称 有限責任 あずさ監査法人

(2) 報酬等の額

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠など
が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の
判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容
該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場
合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した
監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理
由を報告いたします。

(5) 責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

(6) 補償契約の内容の概要等
該当事項はありません。

－ 22 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

６. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
１.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

（１）リスクコンプライアンス規程を制定運用する。
（２）内部監査および監査役監査を実施し、職務の執行が法令および定款に適合していること

を確認する。
（３）内部通報制度の有効性を確保するための規程を制定し、業務執行に係るコンプライアン

ス違反およびそのおそれに関して、通報・相談を受け付けるための窓口を設置する。
（４）定款および規程を整備し、取締役および使用人が常に目をとおせる状態にする。

２.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
職務の執行に係る文書その他の情報は、文書管理規程を制定し、保存・管理をする。なお、
取締役および監査役は、これらの文書等を常時閲覧できる体制としており、保存・管理体制
は必要に応じて見直し等を行う。

３.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（１）損失の危険（以下、「リスク」という。）の予防および発生したリスクへの対処につき

リスクコンプライアンス規程を制定・運用するとともに使用人への教育を行う。
（２）取締役および執行役員は、その所掌の範囲のリスクを洗出し、常に状況を把握するとと

もに定期的に取締役会に報告する。
（３）内部監査の実施および指摘事項がある場合、適切かつ速やかに対処する。

４.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（１）職務権限規程等職務執行に関連する規程を整備・運用する。
（２）各組織単位に取締役または執行役員を置き、所定の権限を持ち職務執行するとともに、

業務執行状況を取締役会に報告する。
（３）稟議規程に基づく各階層の決裁者間で業務執行内容をチェックし、執行段階での牽制機

能が働くようにする。
（４）代表取締役社長、取締役および執行役員による経営会議を実施し、経営状況を共有する

とともに、各組織の活動状況を把握し取締役自らの業務執行の効率化を図る。
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５.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項
監査役が求めた場合、取締役会は監査役と協議のうえ、監査役補助人を任命し、当該監査業
務の補助に当たらせる。

６.監査役補助人の取締役からの独立性に関する事項
（１）監査役補助人は、監査役の指揮命令に従って、監査業務を補佐するものとする。
（２）当該監査役補助人の任免、異動、人事考課、懲罰については、監査役の同意を得たうえ

で行うものとし、取締役からの独立性を確保するものとする。
７.監査役補助人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役補助人が監査役の指揮命令に従う旨を取締役および使用人に周知徹底する。
８.取締役および使用人が監査役または監査役会に報告するための体制と当該報告をしたことを

理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
（１）取締役および使用人は、監査役の要請に応じて報告をするとともに、職務執行の状況、

経営に重大な影響を及ぼす事実等の重要事項について、適時・適切に監査役または監査
役会に直接または関係部署を通じて報告し、監査役と情報を共有する。

（２）監査役は、取締役会等重要な会議に出席し、付議事項について情報を共有する。
（３）重要な稟議書は、決裁者による決裁後監査役は確認することができ、業務執行状況が逐

一報告される体制とする。
（４）前3項の報告を行った者に対し、内部通報処理規程に基づいて、報告したことを理由と

する不利な扱いを禁止する。
９.監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項

監査役が職務の執行について生ずる費用等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に
必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用の精算処理を行う。

１０.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（１）代表取締役社長と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。また、必要に応じ

て当社の取締役及び重要な使用人からヒアリングを行う。
（２）内部監査人、会計監査人との定期的な連絡会を設け連携を深め、実効的監査が行えるよ

うにする。
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１１.財務報告の信頼性を確保するための体制
（１）財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要事項の一

つとして位置付け、財務報告の信頼性確保を推進する。
（２）内部統制が有効に機能する体制構築を図り、財務報告における虚偽記載リスクを低減

し、未然に防ぐように管理する。
（３）財務報告の信頼性を確保するために、内部監査人が核となる評価チームにより、業務プ

ロセスのリスク評価を継続的に実施するとともに、評価結果を代表取締役社長に報告す
る。

（４）必要に応じて、金融商品取引法等の関連法令との適合性を考慮したうえで、諸規程の整
備および運用を行う。

１２.反社会勢力排除に向けた基本的な体制
当社は、反社会的勢力による民事介入暴力が発生した場合の対応を目的として制定した反社
会的勢力対応規程に基づき適切に行動する。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
ａ．取締役会

　当社の取締役会は、代表取締役社長佐渡島隆平が議長を務め、取締役 森本数馬、取締役
下崎守朗、取締役 古田哲晴、社外取締役岩田彰一郎の5名で構成されております。当社では
取締役会を会社全体の基本方針・戦略の策定、重要業務の執行に関する決定及び業務執行の
監督機関として位置付け、毎月1回の定例取締役会及び適宜臨時取締役会を開催しておりま
す。

ｂ．監査役会
　当社の監査役会は、社外監査役（常勤）中島早香が議長を務め、社外監査役工藤克己、社
外監査役岡田淳の3名で構成されております。当社では、毎月1回監査役会を開催し、取締
役の業務執行の監督及び監査に必要な重要な事項の協議・決定を行なっております。さら
に、監査役はその他重要会議への出席等において、経営の状態、事業遂行の状況、財務の状
況、内部監査の実施状況、リスク管理及びコンプライアンスの状況等の報告を受けておりま
す。また、常勤監査役は、内部監査室と定期的に意見交換を行うとともに、監査役会は、四
半期に一度、三者連絡会にて会計監査人及び内部監査人との連携を図っております。
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ｃ．会計監査人
　当社は、有限責任あずさ監査法人を会計監査人に選任しており、独立した立場からの会計
監査を受けております。

ｄ．内部監査
　当社は、内部監査室を設置し、専任の担当者１名により内部監査を実施しております。内
部監査人は、代表取締役社長からの指示により必要な監査・調査を定期的に実施し、業務執
行の妥当性・効率性やリスク管理体制の遵守・整備状況などを幅広く検証しております。
　内部監査の結果については、代表取締役社長に報告し経営に反映させております。

ｅ．リスク・コンプライアンス委員会
　当社のリスク・コンプライアンス委員会は代表取締役社長佐渡島隆平が議長を務め、10
名で構成されております。当社では、リスク管理体制及びコンプライアンス体制の充実、徹
底を図るため、半期毎にリスク・コンプライアンス委員会を開催して、リスク・コンプライ
アンス上の重要な事項を協議しております。

ｆ．報酬諮問委員会
　当社の報酬諮問委員会は社外取締役岩田彰一郎が議長を務め、3名で構成されておりま
す。1年に１回報酬諮問委員会を開催し、取締役の報酬の方針及び個別の報酬を協議してお
ります。

７. 会社の支配に関する基本方針
　当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針及び買収防
衛策については、特に定めておりません。

８. 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社グループは、株主に対する利益還元と同時に、財務体質の強化及び競争力の確保を経営の重

要課題として位置付けています。現時点では、当社グループは成長過程にあると考えており、内部
留保の充実を図り、事業拡大と事業の効率化のための投資に充当していくことが株主に対する最大
の利益還元につながると考えています。そのため、現時点において配当実施の可能性及びその実施
時期等については未定であります。

なお、剰余金の配当については、会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議によっ
て定める旨を定款に規定しています。
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科 目 金 額 科 目 金 額
（資　  産　  の　  部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
契 約 資 産
商 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
減 価 償 却 累 計 額
建 物 （ 純 額 ）

工 具 、 器 具 及 び 備 品
減 価 償 却 累 計 額
工具、器具及び備品（純額）

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
そ の 他

繰 延 資 産
創 立 費　

11,234,666
8,771,628

9,500
1,137,084

15,850
1,022,136

281,583
△ 3,116

1,490,513
－

16,865
△ 16,865

－
25,595

△ 25,595
－

1,490,513
1,056,301

434,211
363
363　

（負　  債　  の　  部）
流 動 負 債 1,389,628

買 掛 金 556,961
1年内返済予定の長期借入金 31,656
未 払 法 人 税 等 29,869
契 約 負 債 72,034
賞 与 引 当 金 55,620
そ の 他 643,486

固 定 負 債 94,446
長 期 借 入 金 94,204
繰 延 税 金 負 債 242

負 債 合 計 1,484,074
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 11,235,590
資 本 金 5,476,879
資 本 剰 余 金 7,962,262
利 益 剰 余 金 △ 2,203,384
自 己 株 式 △ 167

その他の包括利益累計額 549
その他有価証券評価差額金 549

新 株 予 約 権 5,328
純 資 産 合 計 11,241,467

資 産 合 計 12,725,542 負 債 純 資 産 合 計 12,725,542

連 結 貸 借 対 照 表
（2022年12月31日現在）

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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( 2022年 1 月 1 日から
2022年12月31日まで )

科 目 金 額
売 上 高 9,252,550
売 上 原 価 4,896,035
売 上 総 利 益 4,356,514
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,640,264
営 業 損 失 1,283,749
営 業 外 収 益

受 取 利 息 19
助 成 金 収 入 754
補 助 金 収 入 1,000
保 険 差 益 1,809
そ の 他 1,283 4,866

営 業 外 費 用
支 払 利 息 757
為 替 差 損 7,501
投 資 事 業 組 合 運 用 損 9,859
そ の 他 1,700 19,818

経 常 損 失 1,298,701
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 97
減 損 損 失 131,632 131,730

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 1,430,431
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,890 3,890
当 期 純 損 失 1,434,321
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 1,434,321

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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( 2022年 1 月 1 日から
2022年12月31日まで )

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当連結会計年度期首残高 5,404,872 7,890,254 △ 769,062 △ 108 12,525,955

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

新 株 の 発 行 13,233 13,233 － － 26,467

新株の発行(新株予約権の行使) 58,773 58,773 － － 117,547

親会社株主に帰属する当期純損失 － － △ 1,434,321 － △ 1,434,321

自 己 株 式 の 取 得 － － － △ 58 △ 58

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 ) － － － － －

当連結会計年度変動額合計 72,007 72,007 △ 1,434,321 △ 58 △ 1,290,365

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 5,476,879 7,962,262 △ 2,203,384 △ 167 11,235,590

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計

その他有価証券評価差額金 その他の包括利益累計額合計

当連結会計年度期首残高 － － 5,328 12,531,283

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

新 株 の 発 行 － － － 26,467

新株の発行(新株予約権の行使) － － － 117,547

親会社株主に帰属する当期純損失 － － － △ 1,434,321

自 己 株 式 の 取 得 － － － △ 58

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 ) 549 549 － 549

当連結会計年度変動額合計 549 549 － △ 1,289,815

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 549 549 5,328 11,241,467

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項
連結子会社の状況
・連結子会社の数 １社
・主要な連結子会社の名称 セーフィーベンチャーズ株式会社

(2) 持分法の適用に関する事項
持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況
・持分法適用の非連結子会社及び関連会社数　　　　１社
・主要な会社等の名称 MUSVI株式会社

(3) 連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する注記
① 連結の範囲の変更

当連結会計年度において、セーフィーベンチャーズ株式会社を2022年７月１日付で新たに設立したた
め、連結の範囲に含めております。

② 持分法の適用の範囲の変更
当連結会計年度において、MUSVI株式会社に新たに出資したため、持分法適用の範囲に含めておりま

す。
(4) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
(5) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法
イ. 有価証券

・その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採
用しております。
市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業組合への出資は、投資事業組合財産の持分相当額を投資その他の資産の「投資

有価証券」として計上しております。投資事業組合への出資金額を「投資有価証券」に計上し、
投資事業組合が獲得した純損益の持分相当額を「営業外損益」に計上するとともに同額を「投資
有価証券」に加減し、投資事業組合からの配当については、「投資有価証券」を減額させており
ます。
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ロ. 棚卸資産
・商品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
を採用しております。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定
額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物　　　　　　　　　８～18年
工具、器具及び備品　　４～10年

③ 重要な引当金の計上基準
イ. 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金
従業員の賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

④ その他連結計算書類作成のための重要な事項
イ. 重要な収益及び費用の計上基準

当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足す
る通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

・スポット収益
主にカメラ機器等の販売であり、顧客との販売契約等に基づいてカメラ機器等を引き渡す履行

義務を負っております。カメラ機器等の販売については、顧客に物品を引き渡した時点におい
て、顧客が当該商品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断しており、
当該履行義務の充足時点で収益を認識しております。ただし、商品の国内の販売において、出荷
時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの時間が通常の期間である場合には、出荷時に
収益を認識しております。

取引の対価は履行義務を充足してからおおよそ１ヵ月以内に受領しており、重要な金融要素は
含まれておりません。
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・リカーリング収益
主にSaaS型クラウドサービス及びレンタルサービスであり、顧客との契約に基づいて一定の

期間にわたり均一のサービスを提供しているため、履行義務の充足の進捗度（時の経過）に応じ
て収益を計上しております。

取引の対価は履行義務を充足してからおおよそ１ヵ月以内に受領しており、重要な金融要素は
含まれておりません。

ロ. 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。
ハ. 重要な繰延資産の処理方法

・株式交付費
支出時に全額費用処理しております。

・創立費
５年間の定額法により償却を行っております。

２. 会計方針の変更に関する注記
(1) 収益認識に関する会計基準等の適用

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
従っておりますが、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。
　また、当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。

(2) 時価の算定に関する会計基準等の適用
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号  2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」
という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」（企業会計基準第10号  2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定
会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、連結計算書類
に与える影響はありません。
　また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項等の
注記を行うことといたしました。
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投資有価証券のうち、非上場株式 969,971千円
投資有価証券のうち、投資事業組合への出資 86,330千円

有形固定資産 －千円
無形固定資産 －千円
投資その他の資産（注） －千円
減損損失 131,632千円

３. 会計上の見積りに関する注記
(1) 非上場株式の評価

①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
非上場株式については、市場価格のない株式等であり、取得原価をもって貸借対照表価額としておりま

す。当社グループは、複数の非上場企業に対して投資先企業の将来の成長による超過収益力を見込んで、
発行会社の１株当たり純資産額を基礎とした金額に比べて相当程度高い価額での投資を行っております。
当該非上場株式の評価にあたっては、投資先企業の超過収益力等に毀損が生じた際に、これを反映した実
質価額が取得価額の50％程度以上低下している場合は、取得価額を実質価額まで減損する処理を行って
おります。

投資先企業の投資時における超過収益力の毀損の有無を検討するにあたっては、事業計画の達成状況、
将来の成長性、業績に関する見通しや資金調達の状況等を総合的に勘案し、検討を行っております。これ
らの見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際の投資先の
業績が見積りと異なる場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、重要な影響を与える可能性があり
ます。

(2) 固定資産の減損
①　当連結年度の連結計算書類に計上した金額

（注）固定資産の減損に係る会計基準の対象資産となります。
②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループは、固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産
グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回
収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。

減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定に当たっては慎重に検討しておりますが、事業計画や市場
環境の変化により、その見積り額の前提とした条件や仮定に変更が生じ減少した場合、翌連結会計年度に
減損処理が必要となる可能性があります。
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場所 用途 種類 金額（千円）

東京都品川区 本社

建物 54,109
工具、器具及び備品 29,222
無形固定資産 4,579
その他（投資その他の資産） 43,722

合計 131,632

４. 会計上の見積りの変更に関する注記
(1) 耐用年数の変更

当連結会計年度において、当社及び連結子会社は本社オフィスの解約を申し入れたため、解約後に利用見
込みのない固定資産について耐用年数を短縮しております。これにより従来の方法に比べて、当連結会計年
度の営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失はそれぞれ6,150千円増加しております。

(2) 資産除去債務の見積りの変更
当連結会計年度において、当社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務

について、原状回復費用の新たな情報の入手に伴い、原状回復費用及び(1)耐用年数の変更に伴い使用見込
期間に関して見積りの変更を行いました。この見積りの変更による増加額13,298千円を変更前の資産除去
債務残高に加算しております。

なお、当該見積りの変更により、当連結会計年度の営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失はそ
れぞれ3,398千円増加しております。

５. 連結損益計算書に関する注記
(1) 固定資産の減損

当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

① 資産のグルーピング方法
当社グループは映像プラットフォーム事業の単一事業であることから、事業用資産は全体で一つの資産

グループとしております。
② 減損損失に至った経緯

中長期の事業計画を見直し、翌期以降も成長投資を継続することとしており、特に、2023年度・
2024年度は新オフィスの移転・さらなる人材投資を加速させる計画となっております。この中長期の経
営戦略を前提とし、当連結会計年度において中長期の事業計画を見直し、帳簿価額を回収可能価額まで減
額し、減損損失として特別損失に計上いたしました。

③ 回収可能価額の算定方法
回収可能価額は使用価値により測定し、将来キャッシュ・フローがマイナスのため、回収可能価額をゼ

ロとしております。

－ 34 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

普通株式 53,876,476株

普通株式 2,674,000株

６. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

(2) 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的
となる株式の種類及び数

７. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社グループは、人員計画や設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入及び増資）を調達し

ております。また、当社グループは、デリバティブは一切利用しておらず、資金運用については原則とし
て短期的な預金等に限定しております。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
営業債権である電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に業務提携に関する株式及び投資育成を目的とした非上場株式及び投資事業組合へ

の出資であります。これらは、発行体の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日のものであります。
借入金は、主に営業活動に必要な資金の調達を目的としたものであり、流動性リスクに晒されておりま

す。また、一部の借入金は変動金利であり、金利の変動リスクに晒されております。
③ 金融商品に係るリスク管理体制

イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社グループは、営業債権について、法務部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引

相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を
図っております。

ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社グループは、長期借入金の金利変動リスクについて、分割弁済によりその影響を緩和するととも

に、経営企画部において管理しております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況を把握しております。

ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社グループは、各部署からの報告に基づき、経営企画部が適時に資金繰り計画を作成・更新すると

ともに、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。また、手元流動性を確保する
ために、当座貸越契約を締結しております。
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連結貸借対照表計上額
（千円） 時　価（千円） 差　額（千円）

長期借入金（1年内返済
予定の長期借入金を含む） 125,860 125,726 △134

負 債 計 125,860 125,726 △134

区 分 当 連 結 会 計 年 度 （ 千 円 ）

非上場株式 969,971

（単位：千円）

１ 年 以 内 １年超５年以内 ５年超10年以内 1 0  年  超

現 金 及 び 預 金 8,771,628 － － －

電 子 記 録 債 権 9,500 － － －

売 掛 金 1,137,084 － － －

合 計 9,918,212 － － －

④ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに

より、当該価額が変動することがあります。
(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2022年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。

(＊1) 「現金及び預金」、「電子記録債権」、「売掛金」、「買掛金」並びに「未払法人税等」について
は、現金であること、並びに預金、電子記録債権、売掛金、買掛金及び未払法人税等は短期間で決済
されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(＊2) 市場価格のない株式等は、上表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以
下のとおりであります。

(＊3) 連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については記
載を省略しております。当該出資の連結貸借対照表計上額は86,330千円であります。

（注）１．金銭債権の連結決算日後の償還予定額
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（単位：千円）

１ 年 以 内 １ 年 超
２ 年 以 内

２ 年 超
３ 年 以 内

３ 年 超
４ 年 以 内

４ 年 超
５ 年 以 内 ５ 年 超

長 期 借 入 金 31,656 91,656 1,656 892 － －

合 計 31,656 91,656 1,656 892 － －

区 分
時　　　　　価（千円）

レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計

長 期 借 入 金 － 125,726 － 125,726

負 債 計 － 125,726 － 125,726

（注）２．長期借入金（１年内返済予定のものを含む）の連結決算日後の返済予定額

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時
価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算
定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

該当事項はありません。
② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期借入金
　長期借入金のうち、変動金利によるものの時価は、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額とほぼ
等しいことから当該帳簿価額によっており、レベル２の時価に分類しております。
　固定金利によるものの時価は、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で
割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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（単位：千円）
当 連 結 会 計 年 度

リカーリング収益 6,527,876
スポット収益 2,724,674
顧客との契約から生じる収益 9,252,550
その他の収益 －
外部顧客への売上高 9,252,550

（単位：千円）
当 連 結 会 計 年 度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 1,091,014
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 1,146,584
契約資産（期首残高） －
契約資産（期末残高） 15,850
契約負債（期首残高） 54,928
契約負債（期末残高） 72,034

(1) １株当たりの純資産額 208円56銭
(2) １株当たりの当期純損失 27円05銭

８. 収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等　(5)会計方針に関する事項　

④その他連結計算書類の作成のための重要な事項　イ．重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりで
あります。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①　契約資産及び契約負債の残高等

契約負債は、主に顧客から契約期間分の対価を一括で受領すること等による前受金であり、収益の認識
に伴い取り崩されます。

②　残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の

便法を適用し、記載を省略しております。なお、顧客との契約から受け取る対価の中に、取引価格に含ま
れていない重要な金額はありません。

９. １株当たり情報に関する注記

10. 重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

－ 38 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　  産　  の　  部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
契 約 資 産
商 品
貯 蔵 品
前 渡 金
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
減 価 償 却 累 計 額
建 物 （ 純 額 ）

工 具 、 器 具 及 び 備 品
減 価 償 却 累 計 額
工具、器具及び備品（純額）

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
そ の 他　

11,142,865
8,678,727

9,500
1,137,084

15,850
1,022,136

11,216
30,109

191,397
49,959

△ 3,116
1,590,513

－
16,865

△ 16,865
－

25,595
△ 25,595

－
1,590,513

86,330
200,000
869,971
434,211　

（負　  債　  の　  部）
流 動 負 債 1,389,538

買 掛 金 556,961
1年内返済予定の長期借入金 31,656
未 払 金 367,811
未 払 費 用 218,772
未 払 法 人 税 等 29,779
契 約 負 債 72,034
預 り 金 56,902
賞 与 引 当 金 55,620

固 定 負 債 94,446
長 期 借 入 金 94,204
繰 延 税 金 負 債 242

負 債 合 計 1,483,984
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 11,243,516
資 本 金 5,476,879
資 本 剰 余 金 7,962,262

資 本 準 備 金 7,035,129
そ の 他 資 本 剰 余 金 927,132

利 益 剰 余 金 △ 2,195,458
そ の 他 利 益 剰 余 金 △ 2,195,458

オープンイノベーション
促 進 税 制 積 立 金 25,000

繰 越 利 益 剰 余 金 △ 2,220,458
自 己 株 式 △ 167

評 価 ・ 換 算 差 額 等 549
その他有価証券評価差額金 549

新 株 予 約 権 5,328
純 資 産 合 計 11,249,393

資 産 合 計 12,733,378 負 債 純 資 産 合 計 12,733,378

貸　借　対　照　表
（2022年12月31日現在）

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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( 2022年 1 月 1 日から
2022年12月31日まで )

科 目 金 額
売 上 高 9,252,550
売 上 原 価 4,896,035
売 上 総 利 益 4,356,514
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,640,258
営 業 損 失 1,283,743
営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,168
補 助 金 収 入 1,000
保 険 差 益 1,809
業 務 受 託 収 入 6,000
そ の 他 2,037 12,015

営 業 外 費 用
支 払 利 息 757
為 替 差 損 7,501
投 資 事 業 組 合 運 用 損 9,859
そ の 他 1,018 19,137

経 常 損 失 1,290,865
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 97
減 損 損 失 131,632 131,730

税 引 前 当 期 純 損 失 1,422,596
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,800 3,800
当 期 純 損 失 1,426,396

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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( 2022年 1 月 1 日から
2022年12月31日まで )

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計オープンイノベーション
促進税制積立金 繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 5,404,872 6,963,122 927,132 7,890,254 － △ 769,062 △ 769,062
当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 13,233 13,233 － 13,233 － － －
新株の発行（新株予約権の行使） 58,773 58,773 － 58,773 － － －
当 期 純 損 失 － － － － － △ 1,426,396 △ 1,426,396
オープンイノベーション促進税制積立金の積立 － － － － 25,000 △ 25,000 －
自 己 株 式 の 取 得 － － － － － － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － － － － － － －
当 期 変 動 額 合 計 72,007 72,007 － 72,007 25,000 △ 1,451,396 △ 1,426,396
当 期 末 残 高 5,476,879 7,035,129 927,132 7,962,262 25,000 △ 2,220,458 △ 2,195,458

株主資本 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

当 期 首 残 高 △ 108 12,525,955 － － 5,328 12,531,283
当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 － 26,467 － － － 26,467
新株の発行（新株予約権の行使） － 117,547 － － － 117,547
当 期 純 損 失 － △ 1,426,396 － － － △ 1,426,396
オープンイノベーション促進税制積立金の積立 － － － － － －
自 己 株 式 の 取 得 △ 58 △ 58 － － － △ 58

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － － 549 549 － 549
当 期 変 動 額 合 計 △ 58 △ 1,282,439 549 549 － △ 1,281,890
当 期 末 残 高 △ 167 11,243,516 549 549 5,328 11,249,393

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券の評価基準及び評価方法

イ. 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。

ロ. その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用し
ております。

・市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業組合への出資は、投資事業組合財産の持分相当額を投資その他の資産の「投資有価

証券」として計上しております。投資事業組合への出資金額を「投資有価証券」に計上し、投資事業
組合が獲得した純損益の持分相当額を「営業外損益」に計上するとともに同額を「投資有価証券」に
加減し、投資事業組合からの配当については、「投資有価証券」を減額させております。

②　棚卸資産の評価基準及び評価方法
イ. 商品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）を採
用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額
法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物　　　　　　　　　８～18年
工具、器具及び備品　　４～10年

(3) 繰延資産の処理方法
株式交付費

支出時に全額費用処理しております。
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(4) 引当金の計上基準
①　貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金
従業員の賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

(5) 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点

（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
①　スポット収益

主にカメラ機器等の販売であり、顧客との販売契約等に基づいてカメラ機器等を引き渡す履行義務を負
っております。カメラ機器等の販売については、顧客に物品を引き渡した時点において、顧客が当該商品
に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断しており、当該履行義務の充足時点で収
益を認識しております。ただし、商品の国内の販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転さ
れる時までの時間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

取引の対価は履行義務を充足してからおおよそ１ヵ月以内に受領しており、重要な金融要素は含まれて
おりません。
②　リカーリング収益

主にSaaS型クラウドサービス及びレンタルサービスであり、顧客との契約に基づいて一定の期間にわ
たり均一のサービスを提供しているため、履行義務の充足の進捗度（時の経過）に応じて収益を計上して
おります。

取引の対価は履行義務を充足してからおおよそ１ヵ月以内に受領しており、重要な金融要素は含まれて
おりません。

(6) その他計算書類作成のための基本となる事項
外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
ります。

２. 会計方針の変更に関する注記
(1) 収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当
該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
従っておりますが、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。

－ 43 －



関係会社株式のうち、非上場株式 200,000千円
投資有価証券のうち、投資事業組合への出資 86,330千円

有形固定資産 －千円
無形固定資産 －千円
投資その他の資産（注） －千円
減損損失 131,632千円

また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より
「契約負債」に含めて表示しております。

(2) 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号  2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」

という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」（企業会計基準第10号  2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、計算書類に与え
る影響はありません。

３. 会計上の見積りに関する注記
(1) 非上場株式の評価

①　当事業年度の計算書類に計上した金額

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
非上場株式については、市場価格のない株式等であり、取得原価をもって貸借対照表価額としておりま

す。当社は、複数の非上場企業に対して投資先企業の将来の成長による超過収益力を見込んで、発行会社
の１株当たり純資産額を基礎とした金額に比べて相当程度高い価額での投資を行っております。当該非上
場株式の評価にあたっては、投資先企業の超過収益力等に毀損が生じた際に、これを反映した実質価額が
取得価額の50％程度以上低下している場合は、取得価額を実質価額まで減損する処理を行っておりま
す。

投資先企業の投資時における超過収益力の毀損の有無を検討するにあたっては、事業計画の達成状況、
将来の成長性、業績に関する見通しや資金調達の状況等を総合的に勘案し、検討を行っております。これ
らの見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際の投資先の
業績が見積りと異なる場合、翌事業年度の計算書類において、重要な影響を与える可能性があります。

(2) 固定資産の減損
①　当事業年度の計算書類に計上した金額

（注）固定資産の減損に係る会計基準の対象資産となります。
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①　短期金銭債権 1,496千円
②　短期金銭債務 114千円

営業取引による取引高 360千円
営業取引以外の取引高 7,857千円

普通株式 1,544株

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループ

から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価
額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。

減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定に当たっては慎重に検討しておりますが、事業計画や市場
環境の変化により、その見積り額の前提とした条件や仮定に変更が生じ減少した場合、翌事業年度に減損
処理が必要となる可能性があります。

４. 会計上の見積りの変更に関する注記
(1) 耐用年数の変更

当事業年度において、当社は本社オフィスの解約を申し入れたため、解約後に利用見込みのない固定資産
について耐用年数を短縮しております。これにより従来の方法に比べて、当事業年度の営業損失、経常損失
及び税引前当期純損失はそれぞれ6,150千円増加しております。

(2) 資産除去債務の見積りの変更
当事業年度において、当社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務につ

いて、原状回復費用の新たな情報の入手に伴い、原状回復費用及び(1)耐用年数の変更に伴い使用見込期間
に関して見積りの変更を行いました。この見積りの変更による増加額13,298千円を変更前の資産除去債務
残高に加算しております。

なお、当該見積りの変更により、当事業年度の営業損失、経常損失及び税引前当期純損失はそれぞれ
3,398千円増加しております。

５. 貸借対照表に関する注記
関係会社に対する金銭債権、債務（区分表示したものを除く）

６. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

７. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数
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繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 464,285千円
ソフトウエア 256,687千円
未払事業税 23,370千円
賞与引当金 17,033千円
減損損失 46,023千円
一括償却資産 6,927千円
差入保証金 4,068千円
未払費用 15,182千円
その他 30,627千円

繰延税金資産小計 864,206千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △464,285千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △399,920千円
評価性引当額小計 △864,206千円

繰延税金資産合計 －千円
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △242千円
繰延税金負債合計 △242千円
繰延税金負債（△）の純額 △242千円

８. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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種 類 会 社 等 の 名 称 議決権等の所有
(被所有)割合(％)

関連当事者
と の 関 係 取 引 内 容 取引金額

（千円） 科 目 期末残高
（千円）

子会社
セーフィーベン
チャーズ株式会
社

所有
直接100.0％ 役員の兼任

資金の貸付
（注） 869,971 関係会社

長期貸付金 869,971

利息の受取
（注） 1,149 その他（流

動資産） 1,100

種 類 会 社 等 の 名 称
又 は 氏 名

議決権等の所有
(被所有)割合(％)

関連当事者
と の 関 係 取 引 内 容 取引金額

（千円） 科 目 期末残高
（千円）

役員 佐渡島　隆平 被所有
直接24.8％

当社代表取
締役

ストック・
オプション
の行使

45,976 預り金 44,104

(1) １株当たりの純資産額 208円71銭
(2) １株当たりの当期純損失 26円90銭

９. 関連当事者との取引に関する注記
(1) 親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。

(2) 関連会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

(3) 役員及び個人主要株主等

（注）2015年10月23日開催の取締役会の決議に基づき付与されたストック・オプションの当事業年度に
おける権利行使を記載しております。

10. 収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「１．重要な会計方針に係る事項に関す

る注記　(5)収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

11. １株当たり情報に関する注記

12. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 植草  寛

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 井上 倫哉

独立監査人の監査報告書
2023年２月22日

セーフィー株式会社
取締役会　御中

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、セーフィー株式会社の2022年１月１日から

2022年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、セーフィー株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損
益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

－ 49 －



・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を
表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内
容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適
切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責
任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 植草  寛

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 井上 倫哉

独立監査人の監査報告書
2023年２月22日

セーフィー株式会社
取締役会　御中

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、セーフィー株式会社の2022年１月１日か

ら2022年12月31日までの第９期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行っ
た。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか

会計監査報告
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検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
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準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並
びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は
軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、2022年1月1日から2022年12月31日までの第9期事業年度の取締役の職務の
執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以
下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果
について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等
に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査
の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ

いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産
の状況を調査いたしました。

　また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図
り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制その他株式会社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するため
に必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関
する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システ
ム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告
を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する
とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するた
めの体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基
準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、
必要に応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告
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　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書
類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検
討いたしました。

２．監査の結果

（１）　事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい

るものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実

は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該

内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指
摘すべき事項は認められません。

（２）　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　　会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）　連結計算書類の監査結果
　　　会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

常勤監査役（社外監査役） 中 島 早 香 ㊞
監査役（社外監査役） 工 藤 克 己 ㊞
監査役（社外監査役） 岡 田 淳 ㊞

2023年2月22日
セ ー フ ィ ー 株 式 会 社 　 監 査 役 会

　
以　上
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候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び
重 　 要 　 な 　 兼 　 職 　 の 　 状 　 況

所 有 す る
当社の株式数

１

さ

佐
ど

渡
しま

島
 

　
りゅう

隆
へい

平
(1979年10月23日)

1999年12月 Daigakunote.com　創業
2002年４月 ソネット株式会社（現　ソニーネットワー

クコミュニケーションズ株式会社）　入社
2010年10月 モーションポートレート株式会社　入社
2014年10月 当社設立　代表取締役社長ＣＥＯ（現任）

13,395,207株

【選任理由】
　佐渡島隆平氏は、ソネット株式会社を経て2014年10月に当社を設立し、７年以上にわたり当社代
表取締役として映像プラットフォーム事業を推進してまいりました。当社の持続的な成長のために、
同氏が引き続き代表取締役社長として経営の指揮を執ることが最適であると判断し、取締役候補者と
しました。

２

しも

下
ざき

崎
 

　
もり

守
あき

朗
(1978年５月28日)

2003年４月 株式会社ソニー木原研究所　入所
2006年４月 株式会社ソニー木原研究所統廃合によりソ

ニー株式会社（現　ソニーグループ株式会
社）へ転籍

2009年１月 ザイオソフト株式会社　入社
2013年12月 モーションポートレート株式会社　入社
2014年10月 当社設立　取締役（現任）
2023年２月 ヴィアゲート株式会社　代表取締役（現

任）

5,979,471株

【選任理由】
　下崎守朗氏は、株式会社ソニー木原研究所を経て2014年10月に当社を設立し、７年以上にわたり
当社取締役森本数馬氏とともに企画・開発部門等を管掌として映像プラットフォーム事業を推進して
まいりました。今後も当社が持続的な成長を続けていくために適切な人材と判断し、取締役候補者と
しました。

第１号議案 取締役５名選任の件
　取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、あらためて
取締役５名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び
重 　 要 　 な 　 兼 　 職 　 の 　 状 　 況

所 有 す る
当社の株式数

３

もり

森
もと

本
 

　
かず

数
ま

馬
(1978年７月29日)

2001年４月 ソニー株式会社（現　ソニーグループ株式
会社）　入社

2012年８月 グリー株式会社　入社
2013年11月 モーションポートレート株式会社　入社
2014年10月 当社設立　取締役CTO（現任）

4,125,471株

【選任理由】
　森本数馬氏は、ソニー株式会社を経て2014年10月に当社を設立し、７年以上にわたり当社取締役
下崎守朗氏とともに開発部門を管掌として映像プラットフォーム事業を推進してまいりました。今後
も当社が持続的な成長を続けていくために適切な人材と判断し、取締役候補者としました。

４

ふる

古
た

田
 

　
てつ

哲
はる

晴
(1982年３月27日)

2006年４月 McKinsey&Company Inc.　入社
2010年11月 株式会社産業革新機構　入社
2017年３月 当社入社　経営管理本部長
2019年10月 当社取締役経営管理本部長 兼 CFO（現任）

435,471株

【選任理由】
　古田哲晴氏は、McKinsey&Company Inc.、株式会社産業革新機構を経て2017年３月に当社に入
社し、取締役経営管理本部長兼ＣＦＯとしてコーポレート部門を管掌し、適切に職務を遂行しており
ます。今後も当社が持続的な成長を続けていくために適切な人材と判断し、取締役候補者としまし
た。
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候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び
重　要　な　兼　職　の　状　況

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

５

いわ

岩
た

田
 

　
しょう

彰
いち

一
ろう

郎
(1950年８月14日生)

1973年３月 ライオン油脂株式会社（ライオン株式会
社）　入社

1986年３月 プラス株式会社　入社
1992年５月 同社　営業本部アスクル事業推進室室長
1997年３月 アスクル株式会社　代表取締役社長
2000年５月 同社　CEO
2006年６月 株式会社資生堂　社外取締役
2019年９月 株式会社フォース・マーケティングアン

ドマネージメント設立　代表取締役社長
（現任）

2020年８月 当社　社外取締役（現任）
2021年６月 エステー株式会社　社外取締役（現任）
2021年９月 Arithmer株式会社　社外取締役（現

任）
2022年５月 株式会社Hacobu　社外取締役（現任）

80,000株

【選任理由及び期待される役割の概要】
　岩田彰一郎氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は事業会社の代表取締役を長年務めたことか
ら、経営に関するについて豊富な知見を有しており、引き続き当該知見を活かして取締役の職務執行
に対する監督、助言等いただくことを期待したためであります。

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 岩田彰一郎氏は、社外取締役候補者であります。
３. 岩田彰一郎氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終

結の時をもって２年８ヶ月となります。
４. 当社は、岩田彰一郎氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠

償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定め
る最低責任限度額としており、同氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定で
あります。

５. 当社は、会社法第430条の3第1項に定める役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を保険会社との間
で締結し、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して損害賠償請求がなされた場合の、被
保険者が被る損害賠償金及び争訟費用等を当該保険契約により填補することとしており、被保険者の
全ての保険料を当社が全額負担しております。取締役候各補者は全て再任の候補者となるため、既に
当該保険契約の被保険者に含められており、選任後も引き続き被保険者となります。また次回更新時
には同内容での更新を予定しております。

６. 当社は、岩田彰一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再
任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
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第２号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
　当社の取締役の報酬限度額は、2021年３月31日開催の当社第７回定時株主総会において、年額
300百万円以内として、ご承認をいただいております。また、かかる取締役の報酬限度額とは別枠と
して、2022年３月30日開催の当社第８回定時株主総会において、当社の取締役（社外取締役を除
く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額50百万円
以内として、ご承認いただいております。
　今般、当社は、当社の社外取締役を含めた取締役が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と
共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、上記の社外取締役を対象
に含めない譲渡制限付株式に関する報酬等の制度の内容を変更し、当社の社外取締役を含めた取締役
に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式（以下、
「譲渡制限付株式」という。）を下記のとおり割当てることといたしたいと存じます。
　つきましては、当社における取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、上記の取
締役の報酬限度額とは別枠として、当社の取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給
する金銭報酬債権の総額を、年額50百万円以内（うち社外取締役10百万円以内）として設定いたし
たいと存じます。なお、譲渡制限付株式の割当ては、当社における取締役の貢献度等諸般の事項を総
合的に勘案して決定しており、下記2.に定める各事業年度において割当てる譲渡制限付株式の数の上
限が発行済株式総数に占める割合は0.1％程度（10年間に亘り、当該上限となる数の譲渡制限付株式
を発行した場合における発行済株式総数に占める割合は1％程度）と希釈化率は軽微であることか
ら、その内容は相当なものであると考えております。
　当社は、2022年３月１日開催の当社取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容についての
決定に関する方針を定めており、その概要は事業報告18頁に記載のとおりでありますが、本議案に
基づく譲渡制限付株式の割当ては、当該方針に沿うものであります。
　また、現在の当社の取締役は５名（うち社外取締役１名）であり、第１号議案のご承認が得られた
場合でも同様となります。

記
当社の取締役に対する譲渡制限付株式の具体的な内容及び数の上限

1.譲渡制限付株式の割当て及び払込み
　当社は、当社の取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等とし
て上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資
の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける。
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　なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日
における東京証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それ
に先立つ直近取引日の終値）を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける取締役に特に有利な
金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。
　また、上記金銭報酬債権は、当社の取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記3.に
定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給する。

2.譲渡制限付株式の総数
　当社の取締役に対して割当てる譲渡制限付株式の総数50,000株（うち社外取締役10,000株）
を、各事業年度において割当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。
　ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含
む。）又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割当てる譲渡制限付株式の総数の
調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができる。

3.譲渡制限付株式割当契約の内容
　譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを
受ける取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとする。

(1)譲渡制限の内容
　譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役は、３年以上で当社取締役会が定める期間（以下、
「譲渡制限期間」という。）、当該取締役に割当てられた譲渡制限付株式（以下、「本割当株
式」という。）につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺
贈その他一切の処分行為をすることができない（以下、「譲渡制限」という。）。

(2)譲渡制限付株式の無償取得
　当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到
来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれ
の地位からも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除
き、本割当株式を当然に無償で取得する。
　また、本割当株式のうち、上記(1)の譲渡制限期間が満了した時点において下記(3)の譲渡制限
の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当
然に無償で取得する。
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(3)譲渡制限の解除
　当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到
来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役、執行役員又は使用人のいず
れかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時
点をもって譲渡制限を解除する。
　ただし、当該取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する
前に当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、譲
渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整
するものとする。

(4)組織再編等における取扱い
　当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式
交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会（ただし、当該
組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会）で
承認された場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の
承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力
発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
　この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、な
お譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

（ご参考）
当社は、本株主総会終結の時以降、上記の譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を、当社の執行
役員及び使用人に対し、割当てる予定です。

以上
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